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中
国
電
力
島
根
原
発
に
関
す
る
質
問
主
意
書

中
国
電
力
株
式
会
社
島
根
原
子
力
発
電
所

（松
江
市
鹿
島
町
片
句
）
に
つ
い
て
、
以
ド
質
問
す
る
。

１
　
中
国
電
力
島
根
原
発
三
号
機
増
設
の
た
め
の

「原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
」
は
二
〇
〇
〇
年
十
月
、
国
に
提
出

さ
れ
、
敷
地
に
隣
接
す
る
半
島
部

「宮
崎
鼻
」

一
帯
は
、
保
安
上
必
要
な

「取
得
予
定
地
」
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
地
権
者
と
の
交
渉
が
難
航
し
た
た
め
、
中
国
電
力
は
敷
地
境
界
を
変
更
し
、
二
〇
〇
五
年
に
許
可
を
受
け
た
経
緯
が

あ

る
。

建
設
中
の
三
号
機
の
炉
心
か
ら
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
敷
地
境
界
の
隣
接
地
に
は
、
二
〇
〇
四
年
に
釣

り
人
用
の
小
屋
が
建
設
さ
れ
、
現
在
も
日
常
的
に
釣
り
人
が
周
辺
を
訪
れ
て
い
る
。
国
は
当
該
建
屋
が
あ
る
こ
と
を
、

二
号
機
の
設
置
許
可
時
に
認
識
し
て
い
た
か
。

２
　
原
発
の
保
全
の
た
め
に
必
要
だ
と
説
明
し
て
い
た
土
地
を
取
得
し
な
い
ま
ま
三
号
機
の
建
設
や
二
号
機
の
再
稼
働
手

続
き
を
進
め
る
中
国
電
力
の
姿
勢
が
、
地
域
住
民
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
建
造
物
が
設
置
さ
れ
、
フ
エ
ン
ス
も
な
く

容
易
に
原
発
敷
地
に
立
ち
人
る
こ
と
が
で
き
た
二
〇
〇
五
年
当
時
、
対
策
を
求
め
る
こ
と
な
く
国
が
原
子
炉
の
設
置
を

許
可
し
た
理
由
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。



１
　
本
年
六
月
十
六
日
、
い
わ
ゆ
る
重
要
土
地
等
調
査
法
が
国
会
で
成
立
し
た
。
島
根
原
発
三
号
機
の
敷
地
に
隣
接
す
る

「宮
崎
鼻
」
は
複
数
の
地
権
者
が
所
有
し
、
片
句
区
民
の
共
有
林
や
ノ
リ
漁
が
行
わ
れ
る
岩
場
が
含
ま
れ
て
い
る
。
当

該
地
は
同
法
に
よ
る
安
全
保
障
上
重
要
な

「注
視
区
域
」
に
該
当
す
る
か
。

２
　

「注
視
区
域
」
と
さ
れ
た
場
合
、
地
域
住
民
が
立
ち
入
り
を
制
限
さ
れ
る
等
、
私
権
制
限
の
懸
念
が
あ
る
が
、
政
府

の
見
解
は
如
何
か
。
ま
た
土
地
利
用
が
規
制
さ
れ
る
場
合
、
国
に
よ
る
損
失
の
補
償
は
あ
る
か
。

１
　
本
年
六
月
一
十^
二
日
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
秘
密
保
持
契
約
を
結
ん
で
い
た
テ
ロ
対
策
施
設
に
関
す
る
非
公
開

文
書
を
中
国
電
力
が
無
断
で
廃
棄
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
島
根
原
発
一
号^
機
の
再
稼
働
に
係
る
審
査
合
格

が
決
ま
る
ヤ
マ
場
の
局
面
で
あ
り
、
廃
棄
に
意
図
が
介
在
し
た
か
等
、
無
断
廃
東
の
経
緯
が
判
明
し
た
後
に
、
改
め
て

審
査
書
案
を
議
論
す
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
る
が
、
如
何
か
。
ま
た
、
無
断
廃
棄
を
知
っ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

審
査
合
格
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

２
　
島
根
原
発
に
関
す
る
テ
ロ
対
策
文
書
に

「宮
崎
鼻
」
の
建
屋
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。
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衆
議
院
議
員
山
崎
誠
君
提
出
中
国
電
力
島
根
原
発
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
１
に

つ
い
て

お
尋
ね
の

「
認
識
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の

「釣
り
人
用
の
小
屋
」
は
、
御

指
摘
の

「中
国
電
力
島
根
原
発
三
号
機
増
設
の
た
め
の

「原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
」
」
及
び
当
該
申
請
書
に
関
す
る

審
査
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
２
に

つ
い
て

お
尋
ね
の

「対
策
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
核
物
質
防
護
対
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
お
尋
ね
の

「許
可
」
の
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

二
に

つ
い
て

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

（令
和
三

年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
注
視
区
域
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
、
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

重
要
施
設
の
敷
地
の
周
囲
お
お
む
ね
千
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
境
離
島
等
の
区
域
内

の
区
域

で
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
土
地
及
び
建
物
が
当
該
重
要
施
設
の
施
設
機
能

（同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
施
設
機
能
を
い
う
。
）



又
は
当
該
国
境
離
島
等
の
離
島
機
能

（同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
離
島
機
能
を
い
う
。
）
を
阻
害
す
る
行
為
の
用
に
供
さ
れ

る
こ
と
を
特
に
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
指
定
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
が
、
同
法
が
施
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら

注
視
区
域
の
指
定
を
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
指
定
に
関
す
る
個
別
具
体
の
検
討
も
し
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
の
１
に

つ
い
て

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条

の
三
の
人
第

一
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
変
更
の
許
可
の
基
準
は
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
三
条

の
三
の
六
第

一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
五
年
十

二
月
二
十
五
日
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
人
第

一
項
に
基
づ
き
中
国
電
力
株
式
会
社
か
ら
原
子
力
規
制
委
員
会
に
対
し
て

な
さ
れ
た
島
根
原
子
力
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
変
更
許
可
申
請

（
二
号
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
つ
い
て

は
、
審
査
の
結
果
、
当
該
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
か
ら
、
令
和
三
年
九
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
原
子
力
規

制
委
員
会
に
お
い
て
許
可
を
決
定
し
た
。

三
の
２
に
つ
い
て



お
尋
ね
の

「テ
ロ
対
策
文
書
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ

る
。


